
指定通所介護 

通所型サービス（総合事業） 

重要事項説明書 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 越智今治農業協同組合 

所在地 
〒７９４－００２８ 

 愛媛県今治市北宝来町１丁目１番地５ 

代表者（職名・氏名） 代表理事理事長 渡部 浩忠 

設立年月日 平成９年４月１日 

電話番号等 
TEL：０８９８－３４－１８００（代表）  

FAX：０８９８－３４－１６３１ 

 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気桜井 

サービスの種類 
指定通所介護 

通所型サービス（総合事業） 

事業所番号・指定年月日 ３８７０２００９２４ 
平成１６年１１月２６日指定 

(総)平成３０年４月１日指定 

事業所の所在地 
〒７９９－１５２２ 

 愛媛県今治市桜井４丁目１３番７号 

電話番号等 
TEL：０８９８－４８－１２１２ 

 FAX：０８９８－４８－１２１６ 

管理者 清水 浩司 

利用定員  ３５名 

通常の事業の実施地域 今治市（陸地部の区域に限る） 

 

 

 

 

 



３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

組合員とその家族及び地域住民に、良質かつ適切な介護サービス

を提供し、安心して生活できる地域づくりをすすめることを目的

とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険

法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町や

事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図り

ながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介

護・要支援状態となることの予防のため、適切なサービスの提供

に努めます。 

 

４．提供するサービスの内容 

この事業は、事業者が設置する事業所（デイサービスセンター元気桜井）に通ってい

ただき、入浴、排泄、食事の提供（これに伴う介助）、趣味活動、生活等に関する相談・

助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を日帰り

（送迎つき）で行うサービスです。 
 

 

５．営業日・営業時間 

営業日 
月曜日から日曜日まで 

ただし、年末年始（１２／３１～１／３）を除きます。 

営業時間 
 午前８時３０分から午後５時００分まで 

※諸事情により延長を希望される方は、午後７時までは受け入れ可能です。 

サービス 

提供時間 

 上記の営業時間内において、居宅サービス計画、介護予防サービ

ス計画に準じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．事業所の職員体制等 

職種名 

人   員 

職 務 内 容 常  勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者  １   
事業所の一元的な運営管理 

従業者への指揮命令 

生 活 相 談 員  ３   

サービスの利用計画関係 

生活相談業務 

居宅介護支援事業者等との連絡調整 

介 護 職 員 1 ５ ３ ２ 
食事、入浴、レクリエーション等の通所介護 

全般にわたる介護 

看護職員兼 
機能訓練指導員 

 ２  ２ 

健康管理・応急処置 

日常の医療的処置・薬品管理 

身体機能・生活機能・口腔機能の維持向上の

ための機能訓練や指導 

調 理 員 ２  １  昼食・おやつの調理 

 

 

７．利用料 

 利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は次のとおりです。利用者にお支

払いいただく「利用者負担金」は、利用者の負担割合に応じた金額です。ただし、介護

保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いた

だきます。 

 
２ 総合事業の対象者の場合は、保険者証の記載限度額を超えることはできません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



下記の基本利用料は、厚生労働大臣及び今治市が告示で定める金額（介護報酬告示上

の額）であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。

なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

（１）通所介護の利用料【基本部分：通所介護費（通常規模型）】 ※１回につき 

所要時間 
要介護 

状態 
基本利用料 

利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

２時間以上 
３時間未満 

要介護１ ２，７１６円 ２７２円 ５４３円 ８１５円 

要介護２ ３，１０８円 ３１１円 ６２２円 ９３２円 

要介護３ ３，５１４円 ３５１円 ７０２円 １，０５４円 

要介護４ ３，９２０円 ３９２円 ７８４円 １，１７６円 

要介護５ ４，３１９円 ４３２円 ８６４円 １，２９６円 

３時間以上 
４時間未満 

要介護１ ３，７００円 ３７０円 ７４０円 １，１１０円 

要介護２ ４，２３０円 ４２３円 ８４６円 １，２６９円 

要介護３ ４，７９０円 ４７９円 ９５８円 １，４３７円 

要介護４ ５，３３０円 ５３３円 １，０６６円 １，５９９円 

要介護５ ５，８８０円 ５８８円 １，１７６円 １，７６４円 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ３，８８０円 ３８８円 ７７６円 １，１６４円 

要介護２ ４，４４０円 ４４４円 ８８８円 １，３３２円 

要介護３ ５，０２０円 ５０２円 １，００４円 １，５０６円 

要介護４ ５，６００円 ５６０円 １，１２０円 １，６８０円 

要介護５ ６，１７０円 ６１７円 １，２３４円 １，８５１円 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ５，７００円 ５７０円 １，１４０円 １，７１０円 

要介護２ ６，７３０円 ６７３円 １，３４６円 2，０１９円 

要介護３ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護４ ８，８００円 ８８０円 １，７６０円 ２，６４０円 

要介護５ ９，８４０円 ９８４円 １，９６８円 ２，９５２円 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ５，８４０円 ５８４円 １，１６８円 １，７５２円 

要介護２ ６，８９０円 ６８９円 １，３７８円 ２，０６７円 

要介護３ ７，９６０円 ７９６円 １，５９２円 ２，３８８円 

要介護４ ９，０１０円 ９０１円 １，８０２円 ２，７０３円 

要介護５ １０，０８０円 １，００８円 ２，０１６円 ３，０２４円 

７時間以上 

８時間未満 

要介護１ ６，５８０円 ６５８円 １，３１６円 １，９７４円 

要介護２ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護３ ９，０００円 ９００円 １，８００円 ２，７００円 

要介護４ １０，２３０円 １，０２３円 ２，０４６円 ３，０６９円 

要介護５ １１，４８０円 １，１４８円 ２，２９６円 ３，４４４円 

８時間以上 
９時間未満 

要介護１ ６，６９０円 ６６９円 １，３３８円 ２，００７円 

要介護２ ７，９１０円 ７９１円 １，５８２円 ２，３７３円 

要介護３ ９，１５０円 ９１５円 １，８３０円 ２，７４５円 

要介護４ １０，４１０円 １，０４１円 ２，０８２円 ３，１２３円 

要介護５ １１，６８０円 １，１６８円 ２，３３６円 ３，５０４円 



【加算】 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

加算の種類 加算の要件（概要） 基本利用料 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

科学的介護 

推進体制加算 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態

、口腔機能、認知症の状況等、心

身の状況等に係る基本的な情報を

厚生労働省に提出し、通所介護を

適切かつ有効に提供するために、

必要な情報を活用している場合 

４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

入浴介助加算Ⅰ 
入浴介助に関する研修等を行った

職員及び設備を有し、利用者の入

浴介助（見守り）を行った場合 

４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

中重度者ケア 

体制加算 

中重度の要介護者（要介護３以上

）を積極的に受け入れるための体

制を整えている事業所として 

４５０円 ４５円 ９０円 １３５円 

個別機能 

訓練加算Ⅰイ 

複数種類の機能訓練項目から利用

者が選択し、項目ごとのグループ

（５人以下）又は個別で、専従の

機能訓練指導員（１名以上）が直

接、機能訓練を行った場合 

５６０円 ５６円 １１２円 １６８円 

個別機能 

訓練加算Ⅰロ 

上記の要件に加え、サービス提供

時間帯を通じて専従の機能訓練指

導員（１名以上）が直接、機能訓

練を行った場合 

７６０円 ７６円 １５２円 ２２８円 

個別機能訓 
練加算Ⅱ 

上記の要件に加え、計画書等の情

報を厚生労働省へ提出し、機能訓

練の適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用している場合 

２００円 ２０円 ４０円 ６０円 

認知症加算 

認知症の高齢者（日常生活自立度

Ⅲ以上に該当する者）を積極的に

受け入れるための体制を整えてい

る事業として 

６００円 ６０円 １２０円 １８０円 

口腔機能 

向上加算Ⅰ 

利用者へ口腔清掃や摂食・嚥下機
能に関する指導や訓練などを行
った場合（月２回まで） 

１，５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 

口腔機能 

向上加算Ⅱ 

上記の要件に加え、計画書等の情
報を厚生労働省へ提出し、口腔機

能向上の適切かつ有効な実施のた

めに必要な情報を活用している場

合 

１，６００円 １６０円 ３２０円 ４８０円 

送迎減算 
事業所が送迎を行わない場合 

（片道につき） 
－４７０円 －４７円 －９４円 －１４１円 



★印の加算は区分支給限度額の算定対象から外されます。 

 

 （２）通所型サービス（総合事業）の利用料 ※１回につき 

利用者の 
要介護度 

サービス内容 基本利用料 
利用者負担金 

１割 2 割 3 割 

事業対象者 
要支援１ 

週 1 回程度のサービス利用 

1 月の利用回数が４回まで 
４，３６０円 ４３６円 ８７２円 １，３０８円 

事業対象者 
要支援２ 

週２回程度のサービス利用 

1 月の利用回数が 

５回以上８回まで 

４，４７０円 ４４７円 ８９４円 １，３４１円 

 

※１月につき 

利用者の 
要介護度 

サービス内容 基本利用料 
利用者負担金 

１割 2 割 3 割 

事業対象者 
要支援１ 

1 月の利用回数が５回以上 １７，９８０円 １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

事業対象者 
要支援２ 

1 月の利用回数が９回以上 ３６，２１０円 ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 

 

加算の種類 加算の要件（概要） 基本利用料 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

 

★ 

 

 

 

 

 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

介護福祉士の占める割合が７割以上又

は、勤続１０年以上の介護福祉士の占

める割合が２割５分以上である場合 

２２０円 ２２円 ４４円 ６６円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 

介護福祉士の占める割合が５割以上で

ある場合 
１８０円 １８円 ３６円 ５４円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅲ 

介護福祉士の占める割合が４割以上又

は、勤続７年以上の職員の占める割合

が３割以上である場合 

６０円 ６円 １２円 １８円 

★ 
介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ 

介護職員の安定的な処遇改善を図

るための環境整備とともに、介護

職員の賃金改善に充てることを目

的に創設された加算 

 

全体サービス料 

（通所介護費

+各種加算） 

×9.2％ 

左料金の

１割 

 

左料金の

２割 

 

左料金の 

３割 

 

 

 

 

 

 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅱ 

 

全体サービス料 

（通所介護費

+各種加算） 

×9.0％ 

 
介護職員等 

処遇改善加算Ⅲ 

全体サービス料 

（通所介護費

+各種加算） 

×8.0％ 

 

 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅳ 

 

全体サービス料 

（通所介護費

+各種加算） 

×6.4％ 



【加算】 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件（概要） 基本利用料 
利用者負担金 

１割 ２割 ３割 

科学的介護 

推進体制加算 

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機

能、認知症の状況等、心身の状況等に係る

基本的な情報を厚生労働省に提出し、通所

介護を適切かつ有効に提供するために、必

要な情報を活用している場合 

４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

口腔機能 

向上加算Ⅰ 
利用者へ口腔清掃や摂食・嚥下機能に関す

る指導や訓練などを行った場合 
１，５００円 １５０円 ３００円 ４５０円 

口腔機能 

向上加算Ⅱ 

上記の要件に加え、計画書等の情報を厚生

労働省へ提出し、口腔機能向上・衛生の管

理の適切かつ有効な実施のために必要な

情報を活用している場合 

１，６００円 １６０円 ３２０円 ４８０円 

送迎減算 
事業所が送迎を行わない場合 

（片道につき） 
－４７０円 －４７円 －９４円 －１４１円 

 

★ 

 

 

 

 

 

 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

介護福祉士の占める割合が７割以

上又は、勤続１０年以上の介護福祉

士の占める割合が２割５分以上で

ある場合 

要支援１ ８８０円 ８８円 １７６円 ２６４円 

要支援２ １，７６０円 １７６円 ３５２円 ５２８円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 

介護福祉士の占める割合が５割以

上である場合 

要支援１ ７２０円 ７２円 １４４円 ２１６円 

要支援２ １，４４０円 １４４円 ２８８円 ４３２円 

サービス提供体制 

強化加算Ⅲ 

介護福祉士の占める割合が４割以

上又は、勤続７年以上の職員の占め

る割合が３割以上である場合 

要支援１ ２４０円 ２４円 ４８円 ７２円 

要支援２ ４８０円 ４８円 ９６円 １４４円 

★ 
介護職員等 

処遇改善加算Ⅰ 

介護職員の安定的な処遇改善を図るため

の環境整備とともに、介護職員の賃金改

善に充てることを目的に創設された加算 

全体サービス料 

（通所介護費

+各種加算） 

×9.2％ 

左料金

の１割 

左料金

の２割 

左料金

の３割 

 

 

 

 

 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅱ 

 

全体サービス料 

（通所介護費

+各種加算） 

×9.0％ 左料金

の１割 

左料金

の２割 

左料金

の３割 

 
介護職員等 

処遇改善加算Ⅲ 

全体サービス料 

（通所介護費

+各種加算） 

×8.0％ 

 

 

介護職員等 

処遇改善加算Ⅳ 

 

全体サービス料 

（通所介護費

+各種加算） 

×6.4％ 

左料金

の１割 

左料金

の２割 

左料金

の３割 

★印の加算は区分支給限度額の算定対象から外されます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）その他の費用 

食 費 １回につき ６００円  

おむつ代 

パッドタイプ ３０円  

はくパンツ １００円  

テープ止めタイプ １２０円 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、

利用者負担が適当と認められるもの 
実費  

通常の事業の実施地域を越えた地点からの送迎 片道１㎞につき20円  

（４）キャンセル料 

 キャンセル料は次のとおりとします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前々日まで かかりません 

利用予定日の前日 利用者負担金の50％の額 

利用予定日の当日 利用者負担金の100％の額 

ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不

要とします。 

（５）支払い方法 

 上記（１）から（４）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめ

て請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

 お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管してください。な

お、口座引落、銀行振込の場合は通帳引落明細または振込票が領収の証となりますので

領収書の発行はいたしません。確定申告等医療費控除の還付請求の際に必要な方はお申

し付けください。 

○口座引き落とし 

   サービスを利用した月の翌月の 20 日（祝休日の場合は翌営業日）、再引落となっ

た場合は 28 日（祝休日の場合は翌営業日）に利用者（又は代理人）名義の越智今治

農業協同組合貯金口座（貯金口座振替依頼書に基づく）か、ゆうちょ銀行貯金口座

（自動払込利用申込書に基づく）より引き落とします。 

○銀行振り込み 

   サービスを利用した月の翌月中に下記口座にお振り込みください。なお、振込手

数料は利用者負担にてお願いいたします。 

○現金払い 

   サービスを利用した月の翌月中に、現金でお支払いください。 

 

 

金融機関名 店名 種目 口座番号 口座名義 

伊予銀行 ※※※ ※※ ※※※※※※※ 越智今治農業協同組合 

愛媛県信連 ※※※ ※※ ※※※※※※※ 越智今治農業協同組合 



 

８．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。 

（２）主治医からの指示事項がある場合は申し出てください。 

（３）複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑になら

ないようお願いいたします。 

（４）持参品については紛失を避けるため、氏名の記載をお願いいたします。 

（５）金銭・飲食物の持ち込みは慎むようお願いいたします。 

（６）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り

早めに担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者

へご連絡ください。 

（７）当事業所においては、提供するサービスの第三者評価は行っていません。 

 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速

やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

利用者の 

主治医 

医療機関の名称  

氏名  

電話番号  

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名               （続柄     ） 

電話番号  

 

 

10．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支

援専門員（又は地域包括支援センター）及び市町等へ連絡を行うとともに、必要な措置

を講じます。 

 また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償

いたします。 

 なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

賠償責任保険  共栄火災海上保険株式会社 

 

 

 



 

11．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、次の窓口でお受けします。 

デイサービスセンター 

元気桜井 

窓口 

電話番号   ０８９８－４８－１２１２ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０８９８－４８－１２１６ 

担 当 者  管理者 又は 生活相談員 

対応日時  月～日曜日 （１２/３１～１/３を除く） 

午前８時３０分～午後５時３０分 

総合窓口 

電話番号   ０８９８－２２－０４２７ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０８９８－２２－０６３５ 

責 任 者  ＪＡおちいまばり 生活福祉部 部長  小池 俊行 

対応日時  月～金曜日 （祝祭日、１２／３１～１／３を除く） 

午前８時３０分～午後５時 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、次の機関にも申し立てることができます。 

今治市介護保険課 

電話番号   ０８９８－３６－１５２６ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０８９８－３４－５０７７ 

対応日時  月～金曜日 （祝祭日、年末年始を除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

愛媛県国民健康保険 

団体連合会 

電話番号   ０８９－９６８－８７００ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０８９－９６８－８７１７ 

対応日時  月～金曜日 （祝祭日、年末年始を除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

 
 

12．非常災害対策 

 この事業所において、非常災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体

制、避難の方法等を定めた計画（事業所防災計画）を策定し、事業所の見やすい場所に掲

示すると共に非常災害に備えるため、定期的な避難･救出･その他必要な訓練を行います。 

 また、上記訓練の実施に当って、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとし

ます。 

 

 

13. 虐待防止及び身体的拘束等の適正化に関する事項 

 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために次の措置

を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周

知徹底を図ります 

（２）虐待防止及び身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（４）上記（３）に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 



 

 

14. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じ

ます。 

（１）感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結

果について従業者に周知徹底を図ります。 

（２）感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

（４）上記（３）に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

 

 

 

15. 業務継続計画の策定等 

（１）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護及

び通所型サービス（総合事業）の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じます。  

（２）事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。 

（３）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行います。 

 

 

 

16. ハラスメント対策の強化 

（１）事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じます。 

（２）利用者又はその家族による従業者への身体的暴力・精神的暴力やセクシュアルハ

ラスメントがなされ、従業者の就業環境が害されたと判断した場合は、契約の解除等の

措置を講ずることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


